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独立行政法人国際協力機構は、ミャンマー連邦共和国政府より技術協力の要請を受け、平成 28

年 9 月に詳細計画策定調査団を派遣し、イネ保証種子流通促進プロジェクトについて、ミャンマ

ー国政府関係者と討議議事録（Record of Discussions：R/D）案、プロジェクト・デザイン・マト

リックス（Project Design Matrix：PDM）案及び活動実施計画（Plan of Operations：PO）案の策定

に関する協議を行いました。 

この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親善の一層

の発展に寄与することを期待します。 

この調査にご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表します。 

 

平成 28 年 9 月 

 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長    三次三次三次三次    啓都啓都啓都啓都 
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CS 生産農家（シュエボー） 
 
Seed Growers Association 参加者〔熟練採種農

家（前）と新規採種農家（後ろ 2 人）〕 

 

 

 

DOA 種子圃場（RS 生産圃、シュエボー） 

 

 

 
DOA 種子圃場 

 

シュエボーでのワークショップ（採種農家、一般

農家、普及員、精米業者を集めたもの） 

 
普及員。圃場審査については、知識はあるが実

務経験が不十分とのこと。 

 



 

 

 

精米業者とのワークショップ 

 

 

 
精米業者へのヒアリング 

 
 

精米の最終工程（破砕米の除去）  
除去された破砕米。この破砕米の量を減らすこ

とが、精米業の収益向上のため重要。 

 

 

生産物審査ラボ 
 
生産物審査結果通知書。本書をもって、普及員

がイエロータグ（保証書）を発行する。 
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BS Breeders Seed 育種家種子 

C/P Myanmar Counterpart Personnel ミャンマー側カウンターパート 

CS Certified Seed 保証種子（採取圃種子） 

DAR Department of Agricultural Research 農業畜産灌漑省農業研究局 

DOA Department of Agriculture 農業畜産灌漑省農業局 

EU European Union 欧州連合 

FAO 
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 
国連食糧農業機関 

FAOSTAT － FAO統計データベース 

FS Foundation Seed 原々種種子 

IRRI International Rice Research Institute 国際イネ研究所 

JA Japan Agricultural Cooperatives 農業協同組合グループ 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整会議 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

MRF Myanmar Rice Federation ミャンマー米協会 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MOC Ministry of Commerce 商業省 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス 

PIC Project Implementation Committee プロジェクト実施委員会 

PO Plan of Operations 活動計画表 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

RS Registered Seed 登録種子（原種種子） 

T/S Township タウンシップ（郡） 

USDA United States Department of Agriculture 米国農務省 

 



 

i 

事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表 

 

１．案件名                                       

国 名：ミャンマー連邦共和国 

案件名：イネ保証種子流通促進プロジェクト 

Project for Improvement on Accessibility of Rice Certified Seed 

 

２．事業の背景と必要性                                  

（1）当該国における農業セクターの開発実績（現状）と課題 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の農業セクターは、GDP の 27.9％

（2014 年度、ミャンマー計画・財務省）を占める重要セクターである。なかでも米は全作付

面積の 34％（2014 年度、農業畜産灌漑省）で生産される重要な穀物である。ミャンマーの

稲作の課題は、生産性及び品質

1
の向上である。生産性は全国平均 3.9t/ha〔籾単収、2014 年、

FAOSTAT（FAO 統計データベース）〕、精米歩合は全国平均 64％〔2014 年度、米国農務省（United 

States Department of Agriculture：USDA）〕と周辺国と比しても改善の余地が大きい

2
。 

生産性、品質の双方を向上させる取り組みの 1 つとして優良種子の利用が挙げられる。優

良種子は、生産性向上、登熟時期の均一化、赤米減少等により、完全米

3
の大量生産を可能と

する。ミャンマー政府は、イネ優良種子の増殖普及を行い品質の保証された「保証種子」

（Certified Seed：CS）を供給する体制を構築しており、JICA は技術協力「農民参加による優

良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」（2011～2017 年、以下「先行プロジェクト」

と記す）で同体制の強化を支援している

4
。 

しかし、ミャンマーにおける「品質の保証された CS」の供給量は、いまだに需要量の 1

～2％程度と推計される

5
。「品質の保証された CS」の供給増加のためには、農家から籾米の

買い取りを行う精米業者を巻き込んだ CS の価値向上のための官民連携の促進、技術指導・

圃場審査を担う普及員の能力強化、政府の生産物審査

6
プロセスの迅速化、CS を購入する一

般農家への啓発活動が求められる。これら取り組みを通じて、先行プロジェクトでモデル的

に実現した CS 生産方法を、広域展開する必要がある。 

なお、CS 生産の最上流部の育種家種子（Breeders Seed：BS）の遺伝的純度が CS の品質に

大きな影響を与えるため、その重要性にかんがみ、BS の遺伝的純度のモニタリングも求め

られる。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本プロジェクトの位置づけ 

2016 年 3 月に発足した国民民主連盟（NLD）が主導する新政権の下、農業畜産灌漑省は、

                                                        
1
 消費市場における品質は、食味等を含むが、ここでは農家の庭先段階で評価される赤米混入度合い等、精米歩合に影響を与

える特徴を品質ととらえ、精米歩合の向上を品質の向上と位置づける。 
2
 生産性（t/ha）は、日本 6.7、ベトナム 5.8、タイ 3.0（2014 年度、FAOSTAT）。精米歩合（％）は、日本 72.8、タイ 66.0、ベ

トナム 62.5（2014 年度、USDA）。 
3
 外見（色・形）から登熟していると判断され胴割れ等の形質上の被害を受けてない米粒のこと。 

4
 プロジェクト開始前は、品質確認を経ずに質の低い CS が流通し体制が形骸化している状況であったが、プロジェクトの結

果、品質確認を経て質の保証された CS を供給することに成功した。 
5
 生産物審査件数から推計。2015 年度生産物審査通過件数は、ヤンゴン 533 件、マンダレー782 件。審査検体 1 件当たり生産

量平均 1 エーカーと仮定。 
6
 生産物審査とは、生産された種子が生産物審査の基準（発芽率等）を満たしているかを審査する手続きのこと。 



 

ii 

「作物セクター第 2 次 5 カ年計画」（2016～2020 年）を策定し、種子産業の育成を 6 つの使

命の 1 つに据えている。また、ミャンマー米セクター開発戦略（2015 年）では、イネ優良種

子の供給を主要な施策とし、CS 認証を通じて CS の品質を担保する政府の役割が明確化され

た。本プロジェクトはこれら政策を推進するものである。 

 

（3）農業セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

2012 年 4 月に制定された対ミャンマー経済協力方針における重点目標として「国民の生活

向上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む）」が挙げられて

おり、本プロジェクトはこの方針に合致する。 

JICA は、技術協力「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」

（2011～2017 年）では、BS、FS、RS、CS の各段階において、政府種子圃場職員及びパイロ

ットサイトの種子農家を対象に生産技術強化を実施中

7
。また、技術協力「バゴー地域西部灌

漑農業収益向上プロジェクト」（2016～2021 年）で、優良種子の利用促進活動を実施中。さ

らに、協力準備調査「農業所得向上事業準備調査」（2016～2017 年）で、サガイン地域シュ

エボー郡において生産・流通インフラの整備を行う円借款事業を準備中。 

 

（4）他の援助機関の対応 

国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）は、イネ

種子政策の立案を支援（2016 年）。国際イネ研究所（International Rice Research Institute：IRRI）

は、米セクター開発戦略の策定支援を実施（2015 年）。アジア開発銀行（Asian Development 

Bank：ADB）は、サガイン地域シュエボー郡を含む中央乾燥地において、イネ・豆等の優良

種子の増殖体制強化と、同生産物を EU をはじめとする輸出市場につなげる借款事業を準備

中（2018 年以降予定）。なお、本プロジェクトとの重複はない。 

 

３．事業概要                                      

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本プロジェクトは、エーヤワディー地域及びサガイン地域シュエボー郡において、CS の

生産・活用促進のための官民連携の強化、CS 圃場審査・生産技術普及を担う普及員及び種

子圃場職員の能力強化、CS 生産物審査の効率性向上、CS 需要喚起のための啓発活動により、

対象地域における CS 流通量の増大を図り、もって対象地域における米の生産性向上及び品

質向上に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名

8
 

・エーヤワディー地域〔6 郡 26 タウンシップ（Township：T/S）、潜在的 CS 生産面積

9
4,800ha、

米生産量全国 1 位の地域であるため選定〕 

・サガイン地域シュエボー郡（7 T/S、サガイン地域全体の潜在的 CS 生産面積は 2,800ha、自

                                                        
7
 基種である Breeders Seed（BS：育種家種子）を 4 回繰り返し増殖させるもの。増殖の段階ごとに、①BS の再生産、②BS

から Foundation Seed（FS：原々種種子）の生産、③FS から Registered Seed（RS：登録種子）の生産、④RS から CS の生産

の 4 段階がある。政府は BS、FS、RS の生産及び CS 生産農家への技術普及及び CS の品質審査を行う。 
8
 エーヤワディー地域とサガイン地域で、全国の潜在的 CS 生産面積 8 万エーカーのうち、1.9 万エーカー（24％）を占める。 

9
 現在、必ずしも品質審査をせずに RS から CS を生産している面積。 



 

iii 

然環境面で種子生産に適した上ビルマ

10
に位置しており、かつ全国で認知度の高いブラン

ド米「シュエボーポウサン」の生産地であり旺盛な種子需要が期待できるため選定。準備

中借款事業との相乗効果も期待できる。） 

 

（3）本プロジェクトの受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：農業畜産灌漑省農業局（Department of Agriculture：DOA）普及課普及員、DOA

種子課生産物審査ラボ職員、種子生産圃場職員 

最終受益者：種子生産者（農家、企業）、精米業者、一般農家

11
 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2017 年 9 月～2023 年 2 月を予定（計 66 カ月） 

 

（5）総事業費（日本側）：約 7 億円 

 

（6）ミャンマー側実施機関： 

・DOA 普及課普及員（成果 1：官民連携、成果 2：採種農家への技術普及と圃場審査、成果

4：一般農家への啓発活動を担当） 

・DOA 種子課生産物審査ラボ職員（成果 3：生産物審査の効率化を担当） 

・種子生産圃場職員（成果 1：官民連携で選定された RS 品種の増殖、成果 2：技術普及にお

ける技術的リソースとして関与） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側：長期専門家 4 名（計 162.5 人月、総括/官民連携、生産物審査/圃場審査、普及実

務/認証システム改善、業務調整/市場育成）、短期専門家、研修員受入（種子品質管理等）、

機材（種子調整機、生産物審査用機器、車両等） 

2）ミャンマー側：カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）配置、事務室、各種経

常経費 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどな

いと考えられるため。 

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減：ミャンマーの農村部では農業に従事する女

性が多いため、本プロジェクトにおいては、研修参加者のジェンダーバランスに配慮する

ことから、ジェンダー活動統合案件とする。 

3）その他：気候変動対策の観点で、特に洪水・干ばつ・塩水遡上等のリスクを有するエー

ヤワディー地域においては、多様な自然環境に応じた多種の在来種の維持に配慮しつつ、

                                                        
10

 エーヤワディー川流域の北側（マグウェイより上流）を指す。 
11

 エーヤワディー地域 80 万戸、シュエボー郡 6 万戸のうち、最終受益者としてカバーできる範囲は、プロジェクト開始後に

目標設定予定。 



 

iv 

優良種子の増殖システムを強化することで、気候変動に適応し得る品種を残し、かつ、将

来必要に応じて増殖を可能とするよう留意する。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

・協力準備調査「農業所得向上事業」（2016 年実施中）では、サガイン地域シュエボー郡

の灌漑地区を対象に生産インフラ・流通インフラの整備を実施し、うち営農コンポーネ

ントで優良種子の利活用促進、DOA 種子圃場の機材整備等の円借款事業を準備中。本プ

ロジェクトにおいては、サガイン地域シュエボー郡を対象地域に加え、同円借款事業と

の相乗効果を図る予定。 

・「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」でエーヤワディー

地域 DOA が策定した、エーヤワディー地域の全 T/S を対象とした CS 増殖の「アクショ

ンプラン」の実施モニタリングを本プロジェクトで行う。また、事業初年度には、同プ

ロジェクトで育成された普及員・農家等を技術リソースとしてシュエボー地域の普及

員・農家等をエーヤワディーに連れて行き研修を行う計画。 

2）他ドナー等の援助活動 

ADB がサガイン県シュエボー郡を含む中央乾燥地で、イネ・豆等の優良種子の増殖普及

をコンポーネントに含む総合農業開発事業を実施予定。特に DOA 種子圃場について、事

業対象地の種子圃場等を ADB が整備する可能性があり、相乗効果が期待される。 

 

４．協力の枠組み                                    

（1）協力概要 

1）スーパーゴール

12
、上位目標と指標 

スーパーゴール：市場志向型の米生産が促進される。 

上位目標：対象地域において米の生産性及び品質が改善される。 

指標：①米の単位収量が、エーヤワディー地域では××バスケット/エーカー以上、シュ

エボー郡では××バスケット/エーカー

13
以上となる。 

②米の破砕米や赤米を含む異品種等混入の割合が、エーヤワディー地域では×

×％以下、シュエボー郡××％以下となる。 

2）プロジェクト目標と指標 

対象地域における CS 流通量が増大する。 

指標：①認証を受けた CS の販売量が増加する（2020 年まで、エーヤワディー地域××

t から××t へ、シュエボー郡××t から××t へ、2022 年まで、エーヤワディー

地域××t、シュエボー郡××t
14
） 

②CS 利用農家数が増加する（エーヤワディー地域××％から××％へ、シュエボ

ー郡××％から××％へ） 

                                                        
12

 スーパーゴールとは、上位目標よりも長期的な目標であり、プロジェクトのめざすべき方向性を示すために設定するもの。 
13

 籾米では、1 バスケット＝20.7kg、1 エーカー＝0.407ha 
14

 最終年度である 2022 年だけでなく、ミャンマー政府が既往の計画で目標設定している 2020 年を中間目標値として設定す

る。 
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③BS の遺伝的純度が維持される

15
（集団としての均一性、茎長、穂長、開花時期

による評価） 

3）成果 

1．CS の生産・活用促進のための官民連携の強化

16
 

2．CS 圃場審査・生産技術普及を担う普及員及び種子圃場職員の能力強化 

3．CS 生産物審査の効率性向上 

4．CS 需要増加のための啓発強化 

 

５．前提条件・外部条件                                  

（1）前提条件 

・ミャンマー政府の種子増殖・普及政策が継続する。 

・エーヤワディー地域内における CS 増殖のアクションプランがエーヤワディー地域 DOA に

より実施されている。 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

・対象地域で洪水、干ばつ、塩害等の深刻な自然災害が発生しない。 

・米価格が大幅に変化しない。 

・種子流通コストが、CS の対象地域内外での流通を妨げない。 

 

６．評価結果                                        

本プロジェクトは、ミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致してお

り、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本プロジェクトへの活用                     

（1）類似案件の評価結果 

ミャンマー「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」終了時評

価では、プロジェクト期間中に、生産目標を達成することを重視するあまり、優良種子とし

ての基準を満たさない種子が生産される懸念が生じたことから、関係者が多岐にわたるなか

で、関係者の意識を変えるためには、十分な時間とリソースを投入することが必要と提言さ

れた。 

 

（2）本プロジェクトへの教訓 

本プロジェクトにおいては、長期専門家を複数派遣し関係者との連絡調整を緊密に実施す

る体制を構築するとともに、本格的に活動を実施する 2018 年雨期の前の、2017 年 9 月～2018

年 3 月まで約半年間をかけて、ベースラインサーベイ等を実施し、関係者間でめざすべき保

証種子流通のあり方について十分に共通認識を醸成する時間を設ける予定。 

 

８．今後の評価計画                                    

（1）今後の評価に用いる主な指標 
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 CS 生産の最上流部の BS の遺伝的純度が CS の品質に大きな影響を与えるため、プロジェクト目標の指標に設定。活動と

して BS の遺伝的純度のモニタリングを行う。 
16

 市場性の高い種子の増殖、CS 認証取得種子から生産される米のマーケティング等の取り組み。 



 

vi 

４．（1）のとおり。 

    

（2）今後の評価計画 

事業開始 4 カ月以内：ベースライン調査 

事業終了 3 年後：事後評価 
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第１章第１章第１章第１章    調査結果要旨調査結果要旨調査結果要旨調査結果要旨 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の農業セクター（農林畜水産業含む）

は、GDP の 27.9％（2014 年度、ミャンマー計画・財務省）を占め、就業人口の 61.2％〔2011 年

度、国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）〕が従事す

る重要セクターである。 

農業セクターのうち、米は全作付面積の 34％〔2014 年度、農業畜産灌漑省）で生産され、国

民年間 1 人当たりの米消費量は 180kg（都市部）～200kg（農村部）〔（2014 年度、精米ベース、

米国農務省（United States Department of Agriculture：USDA）〕となっており、国民の摂取カロリ

ーの大半を供給する食糧安全保障上重要な穀物である。近年は輸出量も伸び、豆類に次ぐ重要輸

出農産物となっている〔豆：10 億 6,100 万ドル、米：1 億 5,800 万ドル、2013 年、FAOSTAT（FAO

統計データベース）〕。 

ミャンマーの稲作の課題は、生産性及び品質

1
の向上である。生産性（単収）は籾ベースで全国

平均 3.9t/ha（図－1）、精米歩合は全国平均 64％（表－1）と周辺国と比しても改善の余地が大き

い。また、種子の質が悪く、その結果収穫される籾の均一性が低いため乾燥によるむらができや

すく、過乾燥による精米中のひび割れや、水分過剰による保管中のカビ被害等により、農家の米

販売価格が低下している。 

 

 

 表－１ アジア諸国の平均精米歩合 

（2014～2015 年度） 

 

 

出所：FAOSTAT より調査団作成 

図－１ アジア諸国のコメ単収（t/ha） 

2014～2015 年度 

 出所：USDA“Grain and Feed Annual”より調査団作成 

 

  

                                                        
1
 消費市場における品質は、食味等を含むが、ここでは農家の庭先段階で評価される赤米混入度合い等、精米歩合に影響を与

える特徴を品質ととらえ、精米歩合の向上を品質の向上と位置づける。 
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生産性、品質の双方を向上させる取り組みの 1 つとして優良種子の利用が挙げられる。優良種

子は、生産性向上、登熟時期の均一化、赤米減少、粒長均一化等により、完全米

2
の大量生産を可

能とする。ミャンマー政府は、イネ優良種子の重要性を認識しており、その増殖普及を行い、品

質の保証された「保証種子（Certified Seed：CS）」を供給する体制

3
を構築している。 

JICA は技術協力「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト」（2011～

2017 年、以下「先行プロジェクト」と記す）により、一連の優良種子の増殖普及体制の強化を支

援している

4
。この先行プロジェクトにおいては、CS 利用により米単収が 14％向上し、さらに

CS 利用により破砕米が 67％減少するなどの成果が上がっている（図－２）。 

 

米

単

収

増

加

率

（

％

） 

 

破

砕

米

減

少

率

（

％

） 

 

 CS 利用による単収向上  CS 利用による破砕米減少 

出所：農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト終了時評価報告書より調査団作成 

図－２ 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクトによる実証試験結果 

 

しかし、ミャンマーにおける「品質の保証された CS」の供給量は、いまだに需要量のごく一

部でしかない。以下に、「品質の保証された CS」の供給量を推計してみたい。 

表－２には 2015 年モンスーン期のヤンゴン及びマンダレーラボにおける、認証種子 CS 供給量

（件数）を示した。サンプル 1 件が 1 エーカーの認証種子量を代表すると仮定した場合、これら

ラボでの種子量の合計は 1,509 エーカー相当となる。RS から生産された認証未了の CS を含む、

2014～2015 年にかかるモンスーン期における全国 CS 供給量は、80,720 エーカーで収穫された種

子

5
であったことから、認証 CS 量を認証未了の CS を含む種子量に除すれば（1,509 エーカー÷

80,720 エーカー）、認証 CS の割合は約 1.9％となる。以上から、「品質の保証された CS」の供給

量はおおよそ 1～2％程度と推計される。 

これら供給量の低い要因として、CS の認証を取得せずに売買される種子の存在（CS 認証を取

                                                        
2
 外見上の色や形から、十分に登熟していると判断され、胴割れなどの形質上の被害を受けていない米粒のこと。 

3
 基種である Breeders Seed（BS：育種家種子）を 4 回繰り返し増殖させるもの。増殖の段階ごとに、①Breeders Seed の再生産、

②Breeders Seed から Foundation Seed（FS：原々種種子）の生産、③FS から Registered Seed（RS：登録種子）の生産、④RS

から CS の生産の 4 段階がある。政府は BS、FS、RS の生産及び CS 生産農家への技術普及、CS の品質審査を行う。 
4
 プロジェクト開始前には、RS から生産された種子を、品質審査をせずに CS と呼び、「品質の保証された CS」が生産されて

いるとは言い難い状況であった。 
5
 農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェクト終了時評価収集資料から 
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得するメリットの欠如）、種子生産者への技術指導・圃場審査の実施不足、生産物審査

6
プロセス

の非効率性、CS 市場の未成熟

7
が挙げられる。 

 

表－２ 認証取得 CS 供給量（ヤンゴン、マンダレーラボでの件数） 

 
2015 年 

ヤンゴン 782 

マンダレー 727 

合 計 1,509 

出所：調査団作成 

 

「品質の保証された CS」の供給増加のためには、農家から籾米の買い取りを行う精米業者を

巻き込んだ CS 価値向上のための官民連携の促進

8
、技術指導・圃場審査を担う普及員の能力強化、

政府の生産物審査プロセスの迅速化、CS を購入する一般農家への啓発活動が求められる。これ

ら取り組みを通じて、先行プロジェクトでモデル的に実現した CS 生産方法を、広域展開する必

要がある。 

なお、CS 生産の最上流部の BS の遺伝的純度が CS の品質に大きな影響を与えるため、その重

要性にかんがみ、BS の遺伝的純度のモニタリングが求められる。 

これらの背景により、ミャンマー政府はわが国政府に対し、先行プロジェクトでモデル的に実

現した CS 生産を広域展開し、CS の供給側・需要側の両面に働きかけ CS 流通量を増大すること

をめざす「イネ保証種子流通促進プロジェクト」（以下、本プロジェクト）実施を要請した。 

JICA は本プロジェクトに係る計画枠組み、実施体制、成果と活動等を整理したうえで、プロジ

ェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトにかかわる協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的として詳細計画策定調査を実施することを決定

した。 

 

１－２ 調査団の構成及び調査期間 

表－３に団員構成を、表－４に調査日程を示した。 

 

表－３ 団員構成 

担当分野 氏 名 所 属 現地調査期間 

団 長 上堂薗 明 JICA 専門員 2016 年 8 月 30 日～ 

9 月 16 日 

協力企画 今井 裕明 JICA 農村開発部 

農業・農村開発第一グループ 

同上 

種子流通・認証 清治 有 （有）アールディーアイ 2016 年 8 月 21 日～ 

9 月 15 日 

  

                                                        
6
 生産物審査とは、生産された種子が生産物審査の基準（発芽率等）を満たしているかを審査する手続きのこと。 

7
 コストをかけて質の良い CS を生産しても、見合った価格で売れないなど。 

8
 市場性の高い種子の増殖、CS 認証取得種子から生産される米のマーケティング等の取り組み。 
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調査団は、まず先行プロジェクト（2011～2017 年）の成果、特に延長期間の進捗を確認するた

め、ヤンゴンにおける生産物審査ラボ（ジョゴン種子ラボ）、エーヤワディー地域ミャウンミャ

タウンシップ（Township：T/S）のプロジェクトサイトを視察のうえ、本プロジェクトで主要な技

術協力対象になるエーヤワディー地域政府が設置されているパテイン市及び周辺地域を調査し

た。その後、サガイン地域シュエボー郡に移動し、天水稲作地域（氾濫原、低平地）を対象とし

た先行プロジェクトとは異なる、灌漑稲作地域における種子生産の協力の可能性を調査した。そ

の後、再度ヤンゴンの米卸売市場やエーヤワディー地域における補足調査を行ったうえ、首都の

ネピドーでミニッツ協議を行った。 

調査では、供給側の視点だけではなく、イネ種子、ひいては飯米の需要側の視点を取り入れる

ため、精米業者や米卸売市場、ミャンマー米協会（Myanmar Rice Federation：MRF）、商業省、日

系商社等へのヒアリングを行った。 

視察中、一部同行した農業畜産灌漑省本省の農業局（Department of Agriculture：DOA）種子課

長である Mr.Thet Zin Maung と本プロジェクトに係る計画枠組み、実施体制を検討し、期待でき

る成果と活動を整理した。その結果をプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）及び活動計画表（Plan of Operations：PO）にまとめ、M/M とともに DOA 局長で

ある Dr.Ye Tint Tun 等との協議を経て、署名交換を行った。 

なお、調査に先立ち、茨城県農林振興公社（茨城県全域を対象に RS の生産・販売を行う公社）、

米輸出入に伴う検査を行う日系企業へのヒアリングを行った。 
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表－４ 調査日程 

日順 月日 
曜

日 

調査団員 

今井職員 上堂薗団長 コンサルタント【清治】 

1 8 月 21 日 日   成田からネピドーへ 

2 8 月 22 日 月   DOA 及び DAR にて協議その後、ヤンゴンへ移動 

3 8 月 23 日 火   
先行プロジェクト事務所・ジョゴン種子ラボを訪

問、ミャウンミャへ移動 

4 8 月 24 日 水   
ミャウンミャにて、普及キャンプ、T/S・District

の DOA 事務所、DAR 農場を訪問 

5 8 月 25 日 木   
ミャウンミャ T/S の倉庫、パテインにて州・

District・T/S の DOA 事務所、DOA 採種場を訪問 

6 8 月 26 日 金   
エアパテイン、パンタノーT/S、精米所を訪問、

ヤンゴンへ移動 

7 8 月 27 日 土   書類作成 

8 8 月 28 日 日   書類作成 

9 8 月 29 日 月   
種苗会社“Nine Seas Co.” “Dagon International”、国

立イネ研究所種子農場訪問 

10 8 月 30 日 火 羽田からヤンゴンへ 
丸紅ヤンゴン支店、三井物産ヤンゴン事務所を訪

問 

11 8 月 31 日 水 MRF 訪問。書類作成。その後、マンダレーへ移動 

12 9 月 1 日 木 マンダレー種子ラボ、シュエボー採種農家、チバ種子農場、イエドゥ種子農場を訪問 

13 9 月 2 日 金 シュエボーの採種農家、普及員、飯米農家、精米業者、トレーダーに面談 

14 9 月 3 日 土 シュエボーからネピドーへ移動 

15 9 月 4 日 日 書類作成 

16 9 月 5 日 月 DOA 本省にて DG と面談、商業省訪問、その後ヤンゴンへ移動 

17 9 月 6 日 火 ワーデン・ライス・デポを訪問/書類作成 

18 9 月 7 日 水 書類作成 パテインへ移動。エーヤワディー州 DOA と面談 

19 9 月 8 日 木 書類作成 カンジートン T/S の採種農家、エアパテイン、民間精米所を訪問 

20 9 月 9 日 金 書類作成 エーヤワディー州 DOA と面談後、ヤンゴンへ移動 

21 9 月 10 日 土 ヤンゴンからネピドーへ移動 

22 9 月 11 日 日 書類作成 

23 9 月 12 日 月 DOA 本省にて、PDM/PO について協議 

24 9 月 13 日 火 ADB との面談/書類作成 

25 9 月 14 日 水 DOA 本省にて、PDM/PO について協議 同左、ネピドーから帰国 

26 9 月 15 日 木 
DOA 本省にて、PDM/PO について協議、ヤン

ゴンへ移動 
成田到着 

27 9 月 16 日 金 
在ミャンマー日本大使館、JICA ヤンゴン事務

所へ報告、ヤンゴンから帰国 
書類作成 

28 9 月 17 日 土 羽田到着 
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１－３ 調査結果 

（1）事業目的 

本プロジェクトは、エーヤワディー地域及びサガイン地域シュエボー郡において、CS の

生産・活用促進のための官民連携の強化、CS 圃場審査・生産技術普及を担う普及員及び種

子圃場職員の能力強化、CS 生産物審査の効率性向上、CS 需要喚起のための啓発活動により、

対象地域における CS 流通量の増大を図り、もって対象地域における米の生産性向上及び品

質向上に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名

9
 

・エーヤワディー地域（6 郡 26 T/S、潜在的 CS 生産面積

10
4,800ha、米生産量全国 1 位で、か

つ米生産性向上のポテンシャルが高い地域であるため選定） 

・サガイン地域シュエボー郡（7 T/S、サガイン地域全体の潜在的 CS 生産面積は 2,800 ha、

生態環境面で種子生産に適した上ビルマ

11
に位置しており、かつ全国で認知度の高いブラ

ンド米「シュエボーポウサン」の生産地であり旺盛な種子需要が期待できるため選定。準

備中借款事業との相乗効果も期待できる。） 

 

（3）本プロジェクトの受益者（ターゲットグループ） 

1）直接受益者：DOA 普及課普及員、DOA 種子課生産物審査ラボ職員、種子生産圃場職員 

2）最終受益者：種子生産者（農家、企業）、精米業者、一般農家

12
 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2017 年 9 月～2023 年 2 月を予定（計 66 カ月） 

 

（5）総事業費（日本側）：約 7 億円 

 

（6）ミャンマー側実施機関： 

・DOA 普及課普及員（成果 1：官民連携、成果 2：採種農家への技術普及と圃場審査、成果

4：一般農家への啓発活動を担当） 

・DOA 種子課生産物審査ラボ職員（成果 3：生産物審査の効率化を担当） 

・種子生産圃場職員（成果 1：官民連携で選定された RS 品種の増殖、成果 2：技術普及にお

ける技術的リソースとして関与） 

 

（7）投入（インプット） 

①日本側 

長期専門家 4 名（計 162.5 人月、総括/官民連携、生産物審査/圃場審査、普及実務/認証シ

                                                        
9
 エーヤワディー地域とサガイン地域で、全国の潜在的 CS 生産面積 8 万エーカーのうち、1.9 万エーカー（24％）を占める。 

10
 現在、必ずしも品質審査をせずに RS から CS を生産している面積。 

11
 エーヤワディー川流域の北側（マグウェイより上流）を指す。 

12
 エーヤワディー地域 80 万戸、シュエボー郡 6 万戸のうち、最終受益者としてカバーできる範囲は、プロジェクト開始後に

目標設定予定。 
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ステム改善、業務調整/市場育成）、短期専門家、研修員受入（種子品質管理等）、機材（種子

調整機、生産物審査用機器、車両等） 

②ミャンマー側 

C/P 配置、事務室、各種経常経費 

 

（8）スーパーゴール

13
、上位目標と指標 

スーパーゴール：市場志向型の米生産が促進される。 

上位目標：対象地域において米の生産性及び品質が改善される。 

指標：①米の単位収量がエーヤワディー地域では××バスケット/エーカー、シュエボー郡

では××バスケット/エーカー

14
以上になる 

②米の破砕米や赤米を含む異品種等混入の割合がエーヤワディー地域では××％

以下、シュエボー郡では××％以下になる 

 

（9）プロジェクト目標と指標 

対象地域における CS 流通量が増大する。 

指標：①認証を受けた CS の販売量が増加する（2020 年まで、エーヤワディー地域××t

から××t へ、シュエボー郡××t から××t へ、2022 年まで、エーヤワディー地

域××t、シュエボー郡××t
15
） 

②CS 利用農家数が増加する（エーヤワディー地域××％から××％へ、シュエボー

郡××％から××％へ） 

③BS の遺伝的純度が維持される

16
（集団としての均一性、茎長、穂長、開花時期に

よる評価） 

 

（10）成果 

①CS の生産・活用促進のための官民連携の強化

17
 

②CS 圃場審査・生産技術普及を担う普及員及び種子圃場職員の能力強化 

③CS 生産物審査の効率性向上 

④CS 需要増加のための啓発強化 

 

（11）現地調査協議結果 

①実施機関の高いオーナーシップの下、協力の枠組みに合意することができた（例、実施

機関の担当課課長が現地調査に同行。2 時間超のミニッツ協議は DOA 長が直接実施）。 

 

②官民連携の具体策について、先行プロジェクトの成果、教訓等を踏まえつつも、米の消

                                                        
13

 スーパーゴールとは、上位目標よりも長期的な目標であり、プロジェクトのめざすべき方向性を示すために設定するもの。 
14

 籾米では、1 バスケット＝20.7kg、1 エーカー＝0.407ha 
15

 最終年度である 2022 年だけでなく、ミャンマー政府が既往の計画で目標設定している 2020 年を中間目標値として設定す

る。 
16

 CS 生産の最上流部の BS の遺伝的純度が CS の品質に大きな影響を与えるため、プロジェクト目標の指標に設定。活動とし

て BS の遺伝的純度のモニタリングを行う。 
17

 市場性の高い種子の増殖、CS 認証取得種子から生産される米のマーケティング等の取り組み。 
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費市場まで意識した種子増殖という新しい枠組みの活動を設定できた〔例、増殖する品

種選定段階における精米業者の巻き込み、精米業者等への保証種子活用のメリットの実

証活動、商業省・MRF のプロジェクト合同調整員会（Joint Coordination Committee：JCC）

等への参画等〕。 

 

③プロジェクトの枠組みとしては、成果 1 で精米業者等を対象に保証種子増殖に係る官民

連携を強化し、成果 2 で普及員等を対象に保証種子増殖技術普及・圃場審査の能力強化

を行い、成果 3 でラボ職員を対象に生産物審査の効率化に係る能力強化を行い、成果 4

で CS 購入者となる一般農家向けの啓発活動を行う構成とした。 

 

④対象地域として先行プロジェクト実施地域のエーヤワディーに加えてサガイン地域シュ

エボー郡を追加することについては、同地域における種子需要がエーヤワディーと比べ

ても高いことが確認でき、保証種子の流通促進の先進事例をつくるうえで、有効である

ことが確認された。同時に、エーヤワディーにおいて、先行プロジェクトの成果を地域

内の全 T/S に広めるためのアクションプランの実施にあたり、地域政府のオーナーシッ

プが高いことが確認され、引き続きエーヤワディーを対象地域とする妥当性が確認され

た。プロジェクト実施においてその重要性に優劣はなく、二地域は同等に扱われるもの

とする。 

デルタ地帯のエーヤワディー州と中・北部乾燥地帯のサガイン州の米生産量はそれぞ

れ約 8,500t、4,000t で、全国生産量の約 27％、12％を占める（図－３）。なお種子生産量

は両地域で全国の約 24％を占める。ミャンマー国全体としてみた場合でも、大きなイン

パクトを期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

図－３：エーヤワディー地域、サガイン地域の米生産量と割合〔2009 年 10 月、単位：1,000t（か

っこ内は割合）〕 

 

⑤環境に応じた品種の多様性について、エーヤワディーで多様な品種が、シュエボーでは

少数の品種が作付けされていた。エーヤワディーは、天水稲作地域であり、洪水・干ば

つ・塩水遡上等のリスクが場所ごとに異なるなかで、農家としてのリスクヘッジで多様

な品種が作付けされていると考えられた。気候変動対策の観点で、多様な自然環境に応

(12%)
エーヤワ

ディー州

8506.7 

(27%)

サガイン州

4004.6 

(12%)

その他

19644.5 

(61%)
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じた多種の在来種の維持に配慮しつつ、優良種子の増殖システムを強化することで、気

候変動に適応し得る品種を残し、かつ、将来必要に応じて増殖を可能とするよう留意す

る。特に、BS、FS を生産する農業畜産灌漑省農業研究所（Department of Agricultural 

Research：DAR）の動向には注視する。 

 

⑥先行プロジェクト（2011～2017 年）の終了時評価で、採種農家が種子販売時期（5 月ご

ろ）を待てずに、収穫期（12 月ごろ）に種子を飯米として販売してしまう問題（Distribution 

Gap の問題）が指摘された。Distribution Gap の問題は、農家の資本力の欠如に起因する

ものであることから、本プロジェクトにおいては、農業・農村開発ツーステップローン

事業（2016 年 12 月 LA 調印予定）等の借入促進による経営状況の改善を活動に加えた。 

また、高品質の種子を調整・貯蔵するにあたっては倉庫や籾乾燥機などの必要度が高

まるため、個人所有としての性格が強い設備・機材については、プロジェクトによる購

入を避け、農業・農村開発ツーステップローン事業等の利用を促すこととする。 
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第２章第２章第２章第２章    調査結果詳細調査結果詳細調査結果詳細調査結果詳細 

 

２－１ プロジェクト実施の背景に係る調査結果詳細 

２－１－１ 現状と課題 

ミャンマーにおけるイネ種子生産には系統増殖法が採用されている。系統増殖法は段階的に

種子を増殖していく方法で、異品種や変種の混入を防ぎ、高い純度を保持するために有効な方

法である。ミャンマーでは、イエジンの DAR 圃場において最上位種子である BS が更新され、

BS を基に FS が生産される。FS を基に各地の採種圃場で RS が生産され、その RS を基に採種

農家が CS を生産する。 

各種子増殖過程では日々の観察を通じて異株を抜き取り、適期の除草や病害虫防除などの管

理もなされ、さらに圃場審査や生産物審査を経て、健康で各品種がもつ遺伝的な特徴を保持し

た CS が生産される。 

しかし、ミャンマーでは、単に RS から生産された籾を品質検査しないまま CS と呼んでい

たり（以下、普及 CS とする）、RS から生産された CS に相当する籾を種子としてではなく飯米

として販売することが行われていた。JICA は、2011 年から 2017 年まで実施された先行プロジ

ェクトにより、BS から CS に至る一連の増殖普及の体制の強化を支援し、先行プロジェクト開

始前には存在しなかった「品質の保証された CS」の生産を実現した。 

しかしながら、ミャンマーにおける「品質の保証された CS」の供給量は、いまだに需要量

の 1～2％程度と推計される。その要因として、以下の点が挙げられる。 

 

（1）CS 認証サービス（圃場審査）の非効率性 

認証を受けるには生育期別に 3 回の圃場審査（分けつ期、開花期、稔実期）を通過しな

くてはならない。同じ地域内の種子圃場はほぼ同時期に移植されるため、審査のタイミン

グは一時期に集中することになる。限られた人数の審査員が短期間に多数の採種圃場を巡

回しなくてはならない。 

また、公正な審査が行われない場合もある。図－４にはエーヤワディー地域ミャウンミ

ャにおける 2012 年から 2014 年の 4 年間（8 作期）の圃場審査と生産物審査の合格率を示

した。 

圃場審査は 8 作期すべてにおいて 85％の合格率と高く推移している。一方、圃場審査を

通過したはずの種子の生産物審査においては、作期ごとで合格率の極端な差が見受けられ、

なかには 10％程度と低い作期も認められた。普通は圃場審査の合格率が高ければ、生産物

審査の合格率も高くなる傾向を示すことから、適正に圃場審査が実施されていない可能性

がある。 

圃場審査を行う普及員にとって、審査申請者である農家は日常的に顔を合わせる相手で

ある。審査に立ち会う農家を前に、たとえ種子生産圃場において異品種の混入が見られる

など、状態が悪くても面と向かって不合格とするのは困難であるらしい。 

一方、生産物審査はヤンゴンのシードラボで行われるため、審査者は農家の存在をほと

んど意識せず審査できる。つまり審査結果は公正なものであり、信頼度は高い。 

同様の傾向はミャウンミャに限らず、他の T/S でもみられた。 
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出所：調査団作成 

図－４ ミャウンミャにおける圃場審査及び生産物審査の合格率（％） 

 

（2）CS 認証サービス（生産物審査）の非効率性 

圃場審査を合格した圃場からの収穫物は、乾燥・選別等の調整過程の後に生産物審査（種

子審査）を通過しなくてはならない。サンプルがシードラボに送られ、水分含量、異物混

入率、発芽率などが計られる。特に発芽率計測には国際ルール（International Seed Testing 

Association の International Rules for Seed Testing, Edition 2009）に則って実施しているため 3

週間が必要となる。その他、事務的な処理等にかかる時間も含め、申請後、農家が審査結

果を受け取るまでの時間が 1 カ月以上かかる（実際に 1 カ月で結果が届いているわけでは

なく、数カ月から 1 年後に結果が届いた例もある）。 

またフィードバックも不十分である。審査結果は、普及員を通じて採種農家にフィード

バックされるが、審査合否のみ通知され、通過しなかった際に何が原因で通過しなかった

か、実態としてフィードバックされていないという（先行プロジェクト専門家に聞き取り）。 

 

（3）種子生産者の生産技術不足 

種子は自家採種によることが多く、また、種子生産技術は主に親や近隣農家など、より

経験豊富な農業者から学ぶことが多く、科学的な根拠がないまま慣行している場合が多い。

普及員によるガイダンスが必要。 

 

（4）「品質の保証された CS」市場の未成熟 

図－５には、先行プロジェクトが 2014 年に実施済みの、エーヤワディー地域内の CS 生

産農家の種子販売先についてのアンケート結果を示した。 

種子の販売先として最も多かったのは農家であり、契約農家を含めると全回答者数 32

名の半数に達している。採種圃場は条植えや除草などの手間をかけるため生育状態が良く、

近隣農家は日常的に圃場の具合を観察する機会が多いため、収穫前から「予約」する場合

もある。 

このように、店舗などを経由せず農村内での消費が多いうちは、需要農家が自らの目で

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)
Field inspection

Seed test



 

－12－ 

品質を確認できるため、CS という政府の認証を必ずしも必要としない。農家が自らの目

で品質を確認できない種子が広域流通する際に、情報の非対称性を緩和する機能を果たす

CS 認証の意義が高まる。 

種子流通市場の未成熟と CS 認証インセンティブの低さは鶏と卵の関係であり、この関

係が、CS 認証が普及しない理由になっていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：先行プロジェクトのデータを基に調査団作成 

図－５ CS 生産農家の販売先（2014） 

 

なお、同アンケート調査によりブローカーや精米業者に対して販売されているケースが

16％を占めていることがわかった。この場合、ほとんどが翌年の播種時期直前に買い付け

に来るため、それまで生産者が種子を貯蔵しなくてはならず、現金化できるまでの時間が

長い一方、収穫直後と比して高価格で取引される利点もある。 

 

（5）種子生産企業の位置づけ 

ミャンマー国内の種子生産事業に携わる民間種苗会社の多くは主に F1 種子を生産し、

付加価値の高い種子を作ることで利益を得ており、利ざやの少ない自家増殖可能な種子

（OP 種子）には興味を示さない業者が多い。詳細計画調査の聞き取りでは OP 種子を生産

する業者も、海外から導入した独自の新品種をメイン商品とするケースが多く、プロジェ

クトで扱う一般品種には興味を示さないケースがみられた。また、民間種苗会社の多くは

CS 認証を受けてはいるが、その実態は 70t の収穫物からたった 1,400cc という、ごくわず

かな量の籾がサンプルとしてシードラボに提出されているなどである。 

種子生産企業については、自社作付用に RS から CS を生産している企業と、販売用に

RS から CS を生産している企業の 2 通りがあったが、前者について CS 認証取得を促すイ

ンセンティブが少ないため、プロジェクトでは主に後者の企業に対してアプローチする整

理とした。後者の企業に対しては、生産物審査を行う際に、どの程度の母集団に対して、

サンプルを提出させるか（例えば、日本の基準では、水田 1 筆に対して 1 サンプル）、政

府が指針を整理することと、企業が指針を履行することをプロジェクトが間に立って促進

することが求められる。 
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（6）消費者を含む関係者の意見を反映していない種子増殖計画 

ミャンマーでは、BS をはじめ、FS、RS の上流種子の更新（生産）は CS 生産計画に基

づく要請がなければとりかかることができない。年に 1 回、CS 生産計画を全国の T/S か

ら集計する機会（2 月～4 月）があるが、その際には採種農家・T/S 農業局の意向が集計さ

れ、精米業者や消費者側への意向を反映する仕組みになっていない。さらには、このプロ

セスそのものも、現場レベルではニーズを上層部に伝えるためで、集計結果のフィードバ

ックが十分に行われていない。現場では、CS 生産者や CS を購入する農家から「何の文句

も出ないので、前年と同じ品種割合で更新をしている」のが実態である。 

 

（7）RS の低品質や入手困難性 

前述したとおり、RS の生産は本来、CS 生産計画に基づいて行われるべきものだが、FS

から RS の生産量、RS の販売先等について、体系的なモニタリング手段がなく、品種によ

っては RS が不足し入手困難となったり、RS の品質の低下が問題となる場合もある。RS

を購入し、契約農家に CS ではなく飯米を生産させる精米業者もいるという情報もあり、

RS 段階のモニタリングも、プロジェクト活動として必要である。 

 

（8）種子買い取り価格の低さ・採種農家の資本不足による飯米としての販売 

種子生産には、飯米生産に比べて異株抜き取りや除草などの労力がかかり、それに伴う

コストがかさむ場合が多い。本来、そのコストを販売価格に反映させるべきだが、古くか

らある種子交換の習慣から、種子としての品質が高くても高価格で取引されず、手間をか

ける動機に乏しい。また、採種農家の資本不足により、種子としての販売時期を待てず、

収穫期に飯米として種子を販売することが行われている（Distribution Gap）。CS 認証を取

得する際には、採種農家の農家経営としての視点を取り入れ、経営が円滑になるように活

動を行う必要がある。 

 

２－１－２ 相手国政策上の位置づけ 

2016 年 3 月に発足した国民民主連盟（NLD）が主導する新政権の下、農業畜産灌漑省は、「農

業畜産灌漑省第 2 次 5 カ年政策・計画」（2016～2020 年）を策定し、種子産業の育成を 6 つの

目標の 1 つに据えている。ミャンマー米セクター開発戦略（Myanmar Rice Sector Development 

Strategy 2015）では、また、イネ優良種子の供給を主要な施策とし、CS の認証を通じて CS の

品質を担保する政府の役割が改めて明確化された。 

2016 年には DOA 内において作物課（Crop Division）からイネ課（Rice Division）が分課独立

し、既存の種子課とともに稲作事業改善にあたっている。また、2017 年度予算として、種子関

連の職員数を 700 名増員するべく予算要求中とのことであった。 

ミャンマーの稲種子増殖は 2015 年改正種子法及び 2015 年種子法施行細則に基づいて行われ

ている。日本の主要農作物種子法の下の制度では、採種農家は圃場審査・生産物審査を通過せ

ずに種子を販売することが禁じられているが、ミャンマーの種子法では、禁じられていない。

ただし、DOA 種子課長への聞き取りでは、認証を受けない種子が主流となっている現状を「イ

ンフォーマルな状況」ととらえ、今後は認証取得を普及すべきという問題意識を確認できた。

なお、「10 エーカー以上の種子生産者は、登録を必須とする」という大臣通達を準備中とのこ
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とであり、種子課長は、登録プロセスを通じて、認証取得を求める構想をもっていた。 

種子の生産物審査を担当するシードラボは、現在ではヤンゴンとマンダレーの 2 カ所に存在

するのみであるが、政府はより円滑な審査を実現するため、地域（Region/State：エーヤワディ

ー地域ではパテイン、サガイン地域ではモニワ）にも同様の機能を有するラボを新設する構想

をもっている。なお、ミャンマー側からは民間ラボ設立の支援を依頼されたが、ラボの民営化

は、ラボの各地域への展開の次に求められるものであるため、本プロジェクトの支援対象外と

整理し、先方政府も合意した。 

さらに、2016 年度より、農業畜産灌漑省本省のイニシアティブの下、採種農家をメンバーに

Seed Growers Association が組織され、種子生産にあたっている。Seed Growers Association につ

いては、いまだ経済的な組織活動を行っておらず、「個々の採種農家」の集まりの域を出ない

が、将来的には、農業協同組合のように経済的な実態を伴う組織として発展する潜在力をもつ

ため、本プロジェクトでは、PDM 上の記載は避けたが、プロジェクト実施上の重要ステークホ

ルダーとなる可能性がある点に留意してプロジェクトを実施する必要がある。 

なお、飯米の流通を所掌する、ミャンマー商業省は、現在ミャンマー国内米品質基準を策定

中である（パブリックコメント中）。これまで輸出用の基準はあったが国内向けの基準はなか

った。米の流通において量から質への転換を図ることは、優良な種子需要の喚起にもつながる

ことから、プロジェクトを通じて、この動きもモニタリングする必要がある。 

さらに、DOA 局長は、イネ以外の種子増殖に強い関心を有していることから、本プロジェク

トの関係者の能力強化は、他作目の認証時にも生かされるものであるという整理を行い、Project 

Monitoring Sheet 等に、「他作目への教訓」の項目を設けている。 

 

２－１－３ わが国援助政策との関連 

2012 年 4 月に制定された対ミャンマー経済協力方針における重点目標として「国民の生活向

上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む）」とされ、本プロジ

ェクトはこの方針に合致する。 

技術協力「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画」（2011～2017 年）では、BS、

FS、RS、CS の各段階において、主に生産技術面の強化を、政府種子圃場スタッフ及びパイロ

ットサイトの種子農家を対象に実施中。また、技術協力「バゴー地域西部灌漑農業収益向上プ

ロジェクト」（2016～2021 年）で、優良種子の利用促進の活動を実施中（精米歩合の向上、生

産性向上等）。さらに JICA は「農業所得向上事業準備調査」（2016 年実施中）で、サガイン地

域シュエボー郡において生産・流通インフラの整備、CS の活用等農業普及を通じて農家の所

得を向上させる円借款事業を準備中。本プロジェクトにより CS 供給面の強化を行い、円借款

事業で CS 利用促進を行う関係である。 

 

２－１－４ 当該セクターにおける他の援助機関の対応 

FAO は、イネ種子政策の立案を支援している（2016 年ミャンマー政府が種子政策を承認済

み）。 

2011 年に種子法の改訂がなされたが、その際にオランダ政府の支援を得て National Seed 

Committee 及び Technical Seed Committee が立ち上げられた。 

また国際イネ研究所（International Rice Research Institute：IRRI）は、米セクター開発戦略の
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策定支援を実施した（2015 年）。 

アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）が、サガイン地域シュエボー郡を含む中

央乾燥地において、イネ・豆等の優良種子の増殖体制強化と EU をはじめとした輸出市場をつ

なげる気候変動のための食糧バリューチェーンプロジェクトを準備中（20 億円程度、2018 年

開始予定）（表－５）。ADB は、本プロジェクト対象地に含まれる DOA 種子圃場（RS を生産

するもの）に対して、以下の支援を行う計画である（承認前の段階の計画）。 

 

表－５ ADBによるシュエボー郡DOA種子圃場支援計画 
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２－２ プロジェクトの基本計画 

２－２－１ プロジェクトの戦略 

（1）2 つの協力対象地域 

先行プロジェクトでは国の穀倉地帯であるデルタ地帯を対象に活動が行ってきた、エー

ヤワディー地域内の 26 郡のうち 3 郡において上流種子の品質を改善すると同時に、普及

員及び採種農家に対する技術指導を集中的に展開した。その結果、BS から RS までの上流

種子の品質が向上し、RS を基にして、それまで存在していなかった「品質が保証された

CS」が生産される系統増殖フローが完成した。 

本プロジェクトでは、エーヤワディー地域における先行プロジェクトの成果・教訓など

を基に同地域内の他の 23 郡に対する協力をさらに充実させるという活動を継続しつつ、

上ビルマ（マグウェイ以北の地域）に位置するサガイン地域シュエボー郡を新たな協力対

象地域として加えることとした。 

エーヤワディー地域が主に降雨を利用した天水稲作地帯であるのに対し、シュエボー郡

では灌漑稲作が盛んである。シュエボー郡を含む上ビルマの種子生産物検査数は、過去 5

年で 4 倍（500 件→2,000 件）となっており、下ビルマの種子生産物検査数が過去 4 年で

1.26 倍（602 件→759 件）しか伸びていないことと比して、上ビルマでの種子需要の伸び

が顕著であることがわかる。この一因として、灌漑農業を行う上ビルマの方が、デルタ地

帯と比してリスクが低く種子生産に適しているためと考えられる。国内の異なる条件下に

ある 2 カ所の主要コメ生産地を対象とすることで、その成果は多様なミャンマー国内のイ

ネ種子生産の状況にとって良いモデルとなる。 

 

（2）民間による種子生産を支援対象とする 

ミャンマー政府は採種事業について、民間企業による CS 生産を促進することが課題と

考えている。コメ生産が極めて重要な産業である同国にとって、莫大な量となる CS の潜

在的需要に対応するには民間の関与が不可欠である。そのため、本プロジェクトでは、民

間種苗会社も協力対象に含め、CS 認証申請状況を改善することで、市場への「品質の保

証された CS」供給量を増加させることをアプローチの 1 つとする。 

 

（3）飯米市場までのバリューチェーンを意識したプロジェクト枠組み 

種子の受容者は一般農家（採種農家ではない農家）であるが、一般農家が米消費市場の

情報を踏まえて種子を受容しているとは限らない。一般農家は、自らの土地で作りやすい

品種、今までなじみのある品種、作付け体系のなかで作付け日数が適当な品種を選定する

が、それが飯米市場のニーズを十分に踏まえたものになるとは限らない。他方、米流通側

の視点からみると、「この品種ならもっと儲かるのだが」という情報があり、農家に伝え

ても、農家は「種子がない」となり、農家が生産していないので、種子需要も生まれない

ことが懸念される。 

今回の調査中でも、シュエボーで精米業者が「A 品種の需要が高く、A 品種の種子を生

産してほしい」と DOA に伝えたところ、DOA は「A 品種は作付け期間等の関係で技術的

に当地になじまない」と否定的な回答をし、議論がそこで終わってしまう場面があった。

本来であれば、A 品種を作るための技術的課題を解決する方策などについて、議論が深ま
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ると望ましいような場面であり、関係者のコミュニケーション促進の余地が垣間みられる

場面であった。 

DOA としても、種子を生産し農家に勧めた結果、農家が損をすると DOA への不信につ

ながるので簡単には新品種に飛びつけない事情はあるものの、農家とのコミュニケーショ

ンを促進し、市場のニーズを生産に結びつけていく努力を、本プロジェクトを通じて行う。 

そのため、商業省、MRF、精米業者、米卸売市場等の飯米流通業者をステークホルダー

として位置づける。参考まで、図－６には、ヤンゴンの Wa Dan 米卸売市場で入手した種

類別月次米価格推移を示した。品種により価格の差が大きく、また、年度内の価格変動が

30％程度あることがわかる。さらに、同じ品種でも精米の品質の差異のためか、価格差が

生じていることが示されている。CS 認証種子を用いれば、収量のみならず、品質も向上

することが明らかとなっていることから（図－２）、品種の導入や、差別化、CS 認証の高

品質種子導入等により、より高価格での取引が可能になる余地がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ヤンゴン Wa Dan 米卸売市場の 2015 年表を基に調査団作成 

図－６ 2015 年米取引価格 

 

（4）種子認証を重視する 

政府による種子認証サービスの改善は、CS 供給量増加のための有効な手段である。 

採種圃場は生育時期に応じて合計 3 回の圃場審査を受けなくてはならない。同じ地域内

であれば、ほぼ同時期に移植（田植え）あるいは播種するため生育時期も同時となり、審

査のタイミングは一時期に集中することとなる。審査スタッフ数の増加や巡回審査経路の

見直し、機動力の改善などの対応が必要となろう。また、公正な審査を促進するため、他
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の T/S 審査員が監視役として立ち会うなどの工夫も有効であろう。 

生産物審査（種子品質検査）については、申請者である農業者の要望で最も多かったの

は「審査時間の短縮」であった。申請後、結果がわかるまで数カ月かかるケースもあり、

早急な改善が必要と思われる。審査の技術力は既にあることから、業務集中時の対処や種

子の受付けから審査結果の通知までの全工程の業務効率化による、審査の迅速化が求めら

れる。 

現在の種子生産・供給の現場では、大半の種子生産者が認証を取得していない状況にあ

る。将来的に政府は 10 エーカー以上の採種圃場を商業的に運営する種子生産者をライセ

ンス制にし、認証取得を義務づけることを計画中である。そのような背景から、種子認証

サービスの充実・改善は将来的にはさらに重要度が増すことが予想される。 

生体物検査の状況改善のため、政府はシードラボの増設と種子審査技術者の育成を計画

しており、ヤンゴン・シードラボを指導的立場に置いた新ラボ職員研修システムも構想中

である。本プロジェクトも人材育成・ラボ設備増強に協力していく計画とした。 

種子審査項目として水分含量、発芽率、異品種や雑草種子等の混入率が挙げられるが、

このうち水分含量は水分計（Moisture Meter）で数値化され、発芽率は発芽した種子を数え

て算出できる。職員に熟練が求められるのは異物の混入率の検査となろう。ヤンゴン、マ

ンダレーの両シードラボでは、職員が一人前になる（審査結果が信頼できるようになる）

まで 1~2 年を要すとのことであった。また、シードラボの検査に携わる職員は、その全員

が女性であったことから、資機材、施設、労働負荷（異物の混入率の検査における目視）

等は、ジェンダーに配慮しつつ、整備していくことが重要であろう。 

 

（5）認証結果の有効活用 

種子課職員との面談中、圃場審査で不合格になったとしても農家はその理由を理解しな

い等の発言が聞かれたが、他方、農家に審査基準の理解を促し、健全な種子生産の各作業

の必要性を伝えていくことが、種子認証サービスがもつ重要な機能の 1 つでもある。 

特に圃場審査実施時は農家が立ち会うことが多く、改善すべき点の確認をする絶好の機

会となろう。しかし、圃場審査はスケジュールが立て込んでいる場合が多く、普及員が技

術移転にかけられる時間は、あったとしてもごく短時間となってしまう。また、シードラ

ボ職員が農家と話す機会は皆無であるといえる。 

本プロジェクトでは各種審査の質の向上、及び農家の種子生産技術の向上のため、ラボ

職員、普及員（圃場審査員）、種子生産農家が意見交換できる機会を設ける。公表性、透

明性の高いアプローチを促す。 

 

（6）広報活動による需要増大 

CS がもつポテンシャルについては、農家等の関係者であってもほとんど知られていな

い実情がある。特に CS を基に栽培される収量増、飯米の品質の高さをアピールする機会

を定期的に設け、啓発に努めることで、CS の需要を喚起する。 

先行プロジェクトが 26T/S を対象に実施したアンケート調査（2014 年）によると、プロ

ジェクトの認知度と CS の使用率はある程度、比例する傾向にある。図－７には同アンケ

ート調査中、先行プロジェクトの認知度と各 T/S 内の農家による CS 使用率の関係を示し
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た。認知度は「とてもよく知っている（Very much）」から「知られていない（None）」ま

での 5 段階の選択、CS 使用率は「10％未満」「11～30％」「31～50％」「50～100％」の 4

段階の選択であった。認知度の低い T/S では CS 使用率も低く、プロジェクトがよく知ら

れている T/S では CS 使用率が比較的高い。 

啓発活動を充実させることによって CS の利用率が高まり、ひいては市場不足解消や買

い取り価格の改善、さらなる需要の拡大につながっていくことが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

図－７ 先行プロジェクトの認知度と CS 使用率の関係（2014） 

 

（7）種子調整機械の設置 

先行プロジェクトでは種子精選機（seed grader）を導入したが、本調査においては、農

業畜産灌漑省は、grading 前後の工程の機材も含めた seed processing machines の供与を求

めてきた。前工程の唐箕や後工程のパッキング機材等、効率的な種子袋生産のため、プロ

ジェクト開始後、機材の詳細について検討することとなった。なお、CS 認証を示す「イ

エロータグ」については、普及員の使い勝手や、偽造防止等で改善の余地があることから、

イエロータグのデザインの改善と、専用機材の供与についても、プロジェクト開始後検討

することとした。 

 

２－２－２ 協力概要と枠組み 

（1）名称変更 

要請時点では「イネ種子認証・供給システム強化プロジェクト」であったが、協議の結

果、種子購入農家の視点に立って保証種子を購入しやすくすることを目標とするため、「認

証・供給システム強化」ではなく、「流通促進」の文字を入れた「イネ保証種子流通促進

プロジェクト」とした。なお、M/M（協議議事録）の英語表記は、“Project for Improvement 

on Accessibility of Rice Certified Seed”であり、この“Improvement on Accessibility”が流通

促進を示す。 
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（2）スーパーゴール、上位目標と指標 

スーパーゴール：市場志向型の米生産が促進される。 

上位目標：対象地域において米の生産性及び品質が改善される。 

指標：①米の単位収量が、エーヤワディー地域では××バスケット/エーカー、シュエボ

ー郡では××バスケット/エーカー以上になる。 

②米の破砕米や赤米を含む異品種等混入の割合が、エーヤワディー地域では×

×％以下、シュエボー郡では××％以下になる。 

 

（3）プロジェクト目標と指標 

対象地域において農家による CS 購入が促進される。 

指標：①認証を受けた CS の販売量が増加する（2020 年まで、エーヤワディー地域××

t から××t へ、シュエボー郡××t から××t へ、2023 年まで、エーヤワディー

地域××t、シュエボー郡××t） 

②CS 利用農家数が増加する（エーヤワディー地域××％から××％へ、シュエボ

ー郡××％から××％へ） 

③BS の遺伝的純度が維持される

18
（集団としての均一性、茎長、穂長、開花時期

による評価） 

＜説明＞CS の流通構造としては、CS 生産者と購買農家の相対取引であり、種子ディーラ

ーなどは大きく展開していない。ただし、マグウェイの種子がシュエボーで販売される

という、広域流通の萌芽はみられる段階。そのなかで、種子購買者である農家からみた

際に、CS を入手しやすくするという視点を重視したプロジェクト目標とした。活動レ

ベルで、精米業者を巻き込んだ品種選定、CS 活用による飯米の付加価値向上の取り組

みを通じて取り入れることにより、種子需要者だけでなく、その先の、飯米購買者の視

点も取り入れることとした。なお、CS の販売量は普及局がデータを収集しており、指

標の入手は可能である。 

 

（4）成果 

成果 1：CS の生産・活用に係る官民連携の強化 

指標：①精米業者その他米市場関係者を巻き込んだ CS 需給調整メカニズムが持続的に

運営される（年次会合における精米業者等の参画有無）。 

②籾調達時に CS 利用有無を判断材料とする精米業者の割合が増える（エーヤワ

ディー地域××％から××％へ、シュエボー郡××％から××％へ）。 

成果 2：CS 圃場審査・生産技術普及を担う普及員及び種子圃場職員の能力強化 

指標：①CS 圃場審査件数（圃場数）の増加（エーヤワディー地域××エーカー、シュ

エボー郡××エーカー、雨期、乾期それぞれ指標設定） 

②CS 認証を取得した生産者数の増加（エーヤワディー地域××人から××人へ、

シュエボー郡××人から××人へ） 

                                                        
18 CS生産の最上流部のBSの遺伝的純度がCSの品質に大きな影響を与えるため、その重要性にかんがみ、プロジェクト目標の

指標に設定。 
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③生産物審査を通過した種子に、CS タグが 100％発給される。 

成果 3：CS 生産物審査の効率性向上 

指標：①CS 生体物審サンプル査数の増加（エーヤワディー地域××から××サンプルへ、

シュエボー郡××から××サンプルへ） 

②生産物審査所要時間の短縮（農家の手を離れた時点から農家の手に結果が通知

されるまで）（××日へ） 

③同一母集団のサンプルについて、ヤンゴン・マンダレーのラボと地域ラボで検

査結果が同一となる。 

成果 4：CS 需要増加のための啓発強化 

指標：①種子生産者、飯米生産者、市場関係者の CS に係る認知が向上する。 

 

＜説明＞成果の柱建てについては、技術協力の対象となる主体ごとに 4 つの成果を設定し

た（成果 1：精米業者等、成果 2：普及員等、成果 3：ラボ職員、成果 4：種子購買農家

等）。これらにより供給力の改善だけでなく需要促進を行い、さらに、認証未取得の種

子と CS の差別化を行うことで、CS の供給力を改善したが購買されない、または、農家

が割安な認証未取得の種子を選好し CS が売れないといった事態になるリスクを回避す

ることをねらう枠組みとした。 

 

（5）活動 

1-1．品種別の種子需給量・価格の最新動向をモニターする仕組みを構築する。 

1-2．地方レベルの RS、CS 生産に係る協議会（種子生産者、DOA、精米業者、その他

関係者）を開催する。 

1-3．国レベルの BS、FS、RS、CS 生産に係る協議会（種子生産者、DOA、DAR、MRF、

その他関係者）を開催する。 

1-4．CS から生産された籾米の精米歩合に係る実証活動を実施する。 

1-5．ベースラインサーベイ及びエンドラインサーベイを実施し、目標値を設定し、モニ

ターする。 

1-6．必要に応じて PDM 変更に向けた見直し、改定案の提案、関係者との調整を行う。 

＜説明＞ 

①官民連携による品種決定 

計画的な CS 生産のためには、同様に計画的な上流種子生産が必要となる。ミャンマ

ーではこれまでも RS 生産については下流種子生産に係る必要量が生産されてきたとの

ことだが、品種の決定には飯米生産農家や精米業者などの要望が、必ずしも反映されて

いたわけではなかった。本プロジェクトでは、上流種子供給側である農業畜産灌漑省関

係機関と、CS 生産農家及び飯米生産農家、精米業者及びトレーダーなどの上流種子ユ

ーザー及び関係者による話し合いの場を設け、市場のニーズを反映させた品種の選択が

なされるよう考慮する。 

②精米所・RSC による CS 買い取り 

当初、プロジェクトの活動の一部として、精米所や RSC に対してプロジェクトが生産

にかかわった CS の買い取りを促す取り組みを想定していたが、活動の持続性を考え、
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積極的な取り組みは行わないこととする。 

③精米業者向けデモンストレーション 

認証取得した CS を、認証未取得の種子と差別化するために、精米業者を巻き込み精

米歩合の違いのデモンストレーションや、CS 利用米のマーケティング等のデモンスト

レーションを行うこととした。聞き取りでは、精米業者のビジネス展開として、品質を

価格にリンクさせるために、大口消費者との直接契約を行う動きが確認されている。精

米業者によるこの取り組みをベースに、CS 利用飯米の高い均一性を価格に反映させる

デモンストレーションを行う。 

 

2-1．効率的な CS 認証促進のため、CS を取得していない種子生産者を把握する。 

2-2．BS、FS、RS の圃場審査・生産活動の実施状況をモニターし、必要に応じて関係者

の能力を強化する。 

2-3．圃場審査の方法、CS タグのデザイン及び種子パッケージを改善する。 

2-4．普及員に対し、CS 圃場審査及び種子生産に係る普及実務に係る研修を実施する。 

2-5．普及員を通じて生産物審査の結果を種子生産者にフィードバックする。 

2-6．生産物審査、圃場審査を改善するための、種子生産者、シードラボ、普及員間での

フィードバック会合を行う。 

2-7．CS 圃場審査及び種子生産に係る普及活動をモニターする。 

2-8．種子生産者に対して、JICA ツーステップローンを含む資金借入を円滑化するため

の助言を行う。 

＜説明＞ 

種子関連の普及人員については、全国で 700 名増員する予算を要求中とのことであった。

種子課長の話では、増員の過程で新たな人員の技術力、特に（座学の知識ではなく）実際

に現場でサービスデリバリーの実務能力を強化するため、本プロジェクトに対する高い期

待が寄せられた。 

シュエボーについては、ちょうど郡全体をカバーする 1 つの Seed Growers Association が

設立されており、大規模な種子生産農家は全員参加しているため、特段モデルサイトを絞

り込む必要はなく、同 Association のメンバーを中心に活動することが妥当と考えられた。 

エーヤワディーについては、基本的にミャンマー政府普及員が面的に普及を行うなかで、

日本人専門家は質のモニタリングを行う立場であるため、特段のモデルサイトの選定の必

要はない。なお、種子調整機を新規で導入する T/S を選定する際には、まず、T/S からプ

ロポーザルを提出することとし、その具体性、効果、効率性、運営維持管理能力、やる気

等をプロジェクトで判断したうえで決定することとした。 

エーヤワディー、シュエボー、ネピドー等、活動地域が分散しており、特にエーヤワデ

ィーとシュエボーの間は陸路移動と空路移動を併せても 2 日程度を要し、体力の消耗も大

きいことを確認した。各専門家の投入計画策定においては、大まかな導線を念頭に置いて

いる。ひと月を 1 単位として、エーヤワディー1～2 週間（モニタリング 2～4 郡程度）、シ

ュエボー1～2 週間（1 郡）、ヤンゴンでの事務 1 週間程度を想定した。 

CS タグのデザインの変更を活動に加えた。現在のフォームでは普及員の手作業入力の

手間がかかり、デザインの変更は普及員にとってもメリットがある。また機材面でも、現
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在各 T/S 事務所が適宜印刷業者に発注しているプリント作業について、偽造防止の観点も

踏まえ、必要に応じて印刷機材を調達できるよう整理した。 

 

3-1．時間短縮及び農家の利便性向上のため、生産物審査の技術面及び運営面の改善点を

確認する。 

3-2．生産物審査の手続きを変更する。 

3-3．マンダレー、ヤンゴン、パテイン、モニワのラボを対象にラボ職員に対する実務研

修を実施する。 

3-4．生産物審査、圃場審査を改善するための、種子生産者、シードラボ、普及員間での

フィードバック会合を行う。（活動２－６再掲） 

3-5．ヤンゴン・マンダレーのラボと地域レベルのラボで同一母集団のサンプルの検査結

果を突き合わさせ、審査の質を確認する仕組みを導入する。 

＜説明＞ 

ラボについては、既に事業対象地域内において、エーヤワディーではパテイン、サガイ

ンではモニワが新設予定とされていた。ラボの審査品質を担保するための較正の仕組みの

導入を活動に加えた。 

審査の質の担保、情報公開・共有のため、ラボ職員、普及員（圃場審査員）、農家が意

見交換する場を設けることを活動に加えた。 

 

4-1．CS の効果を展示するための実証圃場を設置する。 

4-2．CS の利点や米の品質基準について一般農家、精米業者、仲買人、米商人、NGO、

その他関係者の啓発を行う。 

4-3．現在の種子取引のあり方を見直し、農家にとって CS を入手しやすくする取引のあ

り方を検討する。 

＜説明＞ 

特にシュエボーでは種子購買需要の大きさが確認された。認証未取得の種子と認証取得

済みの種子の差別化を行うことができれば、農家による CS 購入が進むと思われる。 

一方、エーヤワディーにおける種子需要は、種子生産企業への聞き取りによると上ビル

マと比して意識が低いとのことであった。事業実施上では、留意が必要となる。 

展示圃場については、妥当性、有効性が確認されたので、活動に加えた。 

 

２－２－３ プロジェクトの運営管理・モニタリング・評価体制 

（1）プロジェクトの運営管理 

本プロジェクトのミャンマー側受入機関は農業畜産灌漑省 DOA であり、普及課と種子

課が担当課となる。プロジェクトマネジャーは、本省の課長（種子課、普及課の 2 名）で

ある。中央政府レベルに担当レベルの C/P を選定させ、プロジェクトの取り組みが、現場

レベルだけでなく中央政府に円滑に移転される仕組みとした。地域 DOA の副局長を

Deputy Project Manager（各地域 1 名の計 2 名）とし、地域 DOA の各階層（地域、郡、T/S）

の C/P を巻き込むことができる体制とした。 

プロジェクト専門家は、シュエボーでは C/P とともに普及員研修を実施し、エーヤワデ
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ィーではエーヤワディー政府職員による普及員研修や採種農家への指導をモニタリング

しつつ、必要な場合は技術面も支援する。 

その際には、DOA 採種農場の研修の場としての機能を生かし、また先行プロジェクト活

動中に実力を増した普及スタッフを活用すること（例えば、シュエボーの C/P をエーヤワ

ディーに呼ぶ等）で効率的な研修を実施する。 

生産物審査の効率性改善にあたっては、ヤンゴン・ラボを指導的立場に置き、マンダレ

ー・ラボとともに主に運営両面での改善に努める。また、パテインとモニワに地方ラボが

開設された際には、ヤンゴン・マンダレーの両ラボをモデルとして技術面・運営面両面の

指導を行う。 

BS、FS、RS の品質についてはプロジェクトの活動としてモニタリングすることとし、

この点で、DAR も本プロジェクトに関与する。 

ヤンゴン市内ワダンの米取引所及び MRF には、定期的に接触することで市場ニーズを

把握することができる。 

その他、プロジェクトで関係するステークホルダーの一覧と各ステークホルダーの位置

づけは、表－６のとおり。 

 

表－６ プロジェクト関係部局・関係者一覧 

 能力強化

対象 
JCC その他 備 考 

ネピドー     

DOA 普及課 
○ ○  

CS の圃場審査、種子生産技術普及、種子の活用。

種子課と並ぶ主要 C/P。 

DOA 種子課 
○ ○  

CS の供給管理、RS 種子圃場、生産物審査ラボ、米

種子の品質管理。普及課と並ぶ主要 C/P。 

DAR BS、FS 生産課（米課） 
○ 

（モニター）

○ 

 市場ニーズのある種子の BS、FS 増産のため関係。

BS・FS の品質維持のモニタリング対象。なお、シ

ードバンクへの協力は想定されていない。 

商業省  

○  

飯米の流通改善における主要関係者。米の流通・精

米業に関係する Department of Trade Promotion and 

Consumer Affairs と成果１等で連携する。 

国家基準委員会  

 ○ 

Myanmar Rice Standard を策定中（パブリックコメ

ント中）。商業省リードのため、国家基準委員会と

本プロジェクトの関係性はミニマムにとどまる。

http://www.myanmarstandards.org.mm/public-commen

t/ 

地域（Region）     

DOA 普及課 

○ ○  

・普及員の予算・人員配分。 

・種子増殖については種子専門官（Region, District

にいる）が地域の技術的中核となっている。 

・5 年計画（アクション・プラン）と年次予算・執

行の計画、実施、モニタリング。 

DOA 種子課 
○ ○  

・種子課の種子圃場は普及時の技術リソースとして

活用。 

生産物審査ラボ 
○   

新ラボであるエーヤワディーのパテイン、サガイン

のモニワを対象とする。 

DAR 試験圃場 
  ○ 

市場ニーズの高い品種の FS、RS 生産。品質維持の

モニタリング対象。 
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商業省 

  ○ 

精米業者との連携、飯米の流通改善に係る活動で、

Department of Trade Promotion and Consumer Affairs

と連携 

District     

DOA 普及課 
○   

・種子専門官（Region, District にいる）が郡の技術

的中核となっている。研修のリソース。 

DOA 種子課 
○   

・種子課の RS 種子圃場は普及時の技術リソースと

して活用。 

Township     

DOA 普及課 
○   

生産技術普及、圃場審査、将来的な精米業者との連

携活動・農家への啓発活動の主体 

種子生産農家（個人） 
  ○ 

普及員を通じた間接的能力強化の対象 

 

種子生産企業・農家グルー

プ   ○ 

普及員を通じた間接的能力強化の対象。農家グルー

プとして Seed Growers Association の成長が期待さ

れる。 

飯米生産農家（個人） 
  ○ 

優良種子の活用促進啓発活動の参加者として想定。 

 

大精米業者 ○ 

 
  

モデル精米業者として能力強化の対象。新たな取り

組みは、資本力のある大規模精米業者の方が良い。 

中小精米業者 

  ○ 

資本力の少ない精米業者は原則として対象外とす

るが、やる気と才覚のある中小業者を取り込むこと

のできる枠組みとする。 

仲買人 

△   

精米業者が主、仲買人が副。仲買人（Broker）は、

資金がないため自己資金による米の買付け・売渡し

はせず、米を所有する精米業者と小売業者の間で取

り引きを仲介して手数料を受け取るビジネス。ただ

し仲買人の啓発も必要。 

種子販売店 
   

種子販売店は存在せず、農家間の種子売買が行われ

ている。 

ヤンゴン、マンダレー     

MRF 

 ○  

UMFCCI から分離独立した米生産者を代表する団

体。市場性のある品種選定への関与、JCC における

プロジェクト運営への助言の役割。 

米取引市場関係者 

  ○ 

ヤンゴンの Wa Dan 卸売市場等。各品種の市場ニー

ズ把握のための情報源。近年は、精米業者が卸売市

場を通さず直接レストラン等大口需要者と契約す

る例があり、これらの動向に留意する必要あり。 

三井物産、丸紅 

  ○ 

米輸出の観点では、どの種子でもそれぞれの需要が

あるため、まずは品種を混ぜずに流通させることが

重要（種子よりも流通プロセスの方が課題）との認

識。輸出向けに特定の品種の振興を行うのではな

く、品種別の流通を促進するような種子面からの取

り組みが必要。 

ヤンゴン、マンダレー生産

物審査ラボ ○   

各地域に検査ラボを新設するなかで、各地域ラボの

審査能力を維持するためにも技術的中核として関

与が必要。 

出所：調査団作成 

 

（2）投入に係る留意事項 

①専門家の想定 

・普及実務/認証システム改善、生産物審査/圃場審査（求められる技能別の想定） 

・「普及実務/認証システム改善」は、開発協力の経験が深く、「生産物審査/圃場審査」
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専門家の技術的助言を現地に適用させることができる人材を想定。 

・「生産物審査/圃場審査」は、日本国内の生産物審査/圃場審査等の実務経験のある技術

者を想定。 

②その他投入 

・執務室は、交通の便の良いヤンゴンの現行プロジェクト執務室、及びシュエボー郡

DOA 内の執務室を確保した。 

・普及スタッフの活動中、その移動手段は本来は公用車両によるべきだが、現状はスタ

ッフが個人で所有するオートバイが使用されている。移動距離に応じて燃料手当が支

払われてはいるが、公用オートバイ貸与の必要性について、各地の DOA 事務所での

聞き取り調査時に耳にした。 

・オートバイの購入については、普及活動の強化手段として、その必要性は認められる

ものの、本調査中には日本側の負担と決定することは避けた。理由として、使用者で

ある普及スタッフが業務以外の目的で使用するのを規制することが困難であること、

また、オートバイ購入費がさほど高価ではなくなりつつあるためミャンマー独自の予

算で購入可能であること、が挙げられる。プロジェクト開始後、状況を考慮し、必要

に応じて双方の負担割合について検討することとする。 

・バイク及び燃料費については、供与対象外と整理した。 

・現プロジェクトの車両は引き続き利用することとし、シュエボー用に 1 台追加調達す

ることとした。ただし、車両の耐久性、安全性に十分に注意する。 

 

（3）モニタリング・評価体制 

①実施中モニタリング計画 

事業開始後半年ごと：モニタリングシートによるモニタリング 

事業開始後毎年：JCC における相手国実施機関との合同レビュー 

事業終了 6 カ月前：相手国実施機関との合同レビュー 

事業完了時：プロジェクト完了報告書 

②今後の評価計画 

事業開始 2～4 カ月：ベースライン調査 

事業完了 6 カ月前：エンドライン調査 

事業終了 3 年度：事後評価 

 

２－２－４ 貧困・ジェンダー平等・環境等への配慮 

（1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどな

いと考えられるため。 

 

（2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減：ミャンマーの農村部では農業に従事する女

性が多いため、本プロジェクトにおいては、研修参加者のジェンダーバランスに配慮する。 
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２－２－５ 教訓の活用 

（1）類似案件の評価結果 

ミャンマー連邦共和国「農民参加による優良種子増殖普及システム確立計画プロジェク

ト」終了時評価では、プロジェクト期間中に、生産目標を達成することを重視するあまり、

優良種子としての基準を満たさない種子が生産される懸念が生じたことから、関係者が多

岐にわたるなかで、関係者の意識を変えるためには、十分な時間とリソースを投入するこ

とが必要と提言された。 

 

（2）本プロジェクトへの教訓 

本プロジェクトにおいては、長期専門家を複数派遣し関係者との連絡調整を緊密に実施

する体制を構築するとともに、本格的に活動を実施する 2018 年雨期の前の、2017 年 9 月

～2018 年 3 月まで約半年間をかけて、ベースラインサーベイ等を実施し、関係者間でめざ

すべき保証種子流通のあり方について十分に共通認識を醸成する時間を設ける予定。 
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第３章第３章第３章第３章    評価評価評価評価 

 

３－１ ５項目評価 

３－１－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下の理由から高いと判断される。 

（1）ミャンマー及びわが国の政策との整合性 

・農業畜産灌漑省の「作物セクター第 2 次 5 カ年計画」中の 6 つの目標のうちの 1 つとし

て種子産業の育成が挙げられている。 

・ミャンマー米セクター開発戦略（2015）では、イネ優良種子の供給を主要な施策として

いる。 

・対ミャンマー経済協力方針における重点目標として「国民の生活向上のための支援（少

数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む）」としており、本プロジェクトは

この方針に合致する。 

 

（2）JICA 事業としての妥当性及びわが国の比較優位 

・先行プロジェクトが系統種子増殖の各段階において、主に生産技術面の強化を実施して

いる。 

・技術協力プロジェクト「バゴー地域西部灌漑農業収益向上プロジェクト」（2016～2021

年）で、優良種子の利用促進の活動を実施中である。 

・JICA は、「農業所得向上事業準備調査」（2016 年実施予定）で、サガイン地域シュエボ

ー郡において生産・流通インフラの整備、CS の活用等農業普及を通じて農家の所得を

向上させる円借款事業を準備中。 

・日本は稲の種子生産について 100 年以上の経験がある。また、中央政府と地方自治体の

緊密な連携に加え、民間組織（JA など）を通じた採種農家の組織化が進むなど、各地方

の環境や条件に適した品種種子が高品質で生産される体制が整っている、など、技術の

優位性は非常に高い。 

 

（3）対象地域・受益者のニーズにかかる整合性 

・デルタ地帯のエーヤワディー地域と中・北部乾燥地帯のサガイン地域は国内有数の米生

産地域であり、米生産量はそれぞれ全国生産量の 27％、15％を占める。 

・エーヤワディー地域は国内最大の稲作地帯であり、先行プロジェクトの成果を基に高品

質米に対する農家の関心が高まってきている。 

・サガイン地域シュエボー郡は洪水などの災害発生の可能性が比較的低く、灌漑稲作が盛

んであり、種子の需要が大きい。 

・両地域とも、CS 生産農家の近隣農家が採種圃場の生育の良さを見て収穫前に購入予約

をするほど、高品質種子のニーズが高い。 

 

３－１－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は以下の理由から高いと判断される。 

（1）プロジェクト目標の内容 
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・プロジェクト目標の「対象地域において農家による CS 購入が促進される」と、上位目

標である「対象地域において米の生産性及び品質が改善される」の関係が明確であり、

プロジェクト終了後 3 年～5 年を経て達成可能な枠組みである（指標についてはプロジ

ェクト開始後のベースライン調査結果を基にミャンマー国側と協議のうえ、数値を決定

する）。 

 

（2）プロジェクト目標と成果の因果関係 

・本プロジェクトでは、「CS 生産・活用に係る官民連携の強化」（成果 1）で、上流種子生

産の現状に種子ユーザーの声を反映させ、ひいては CS の品種及び品質を、より市場ニ

ーズに合致させる。 

・CS 需要増加のための啓発強化（成果 4）は、プロジェクト目標に明確に関係する部分で

あり、CS の認知度を高め、CS 流通量を増加させる。 

・種子認証サービスの向上も CS 流通量増加には重要な要素となる。研修を受けた普及員

の能力が向上し、生産技術指導及び CS 圃場審査がスムースに行われるようになる。ま

た、シードラボが増設されると同時に生産物審査の効率が向上し、市場の CS 流通量が

増す可能性が高まる。 

 

３－１－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は以下の理由から高いと判断される。 

（1）先行プロジェクトの成果及び教訓の活用 

・先行プロジェクトの成果（技術マニュアル・研修教材等）が充実しており、普及員研修

及び普及員による農家研修の円滑な実施が見込まれる。 

（2）プロジェクトの投入 

・本プロジェクトでは専門家は採種農家に直接指導するのではなく、研修を受けた普及員

の農家への働きかけをモニタリングする。より多くの農家が指導対象となり得る。 

・倉庫や籾乾燥機など、必要度が高いが個人所有としての性格が強い設備・機材について

はプロジェクトによる購入はせず、ツーステップローンの活用を促す。プロジェクト自

体の支出が抑えられ、効率性が向上する。 

・本プロジェクトが新たな協力対象地域とするサガイン地域シュエボー郡では、JICA が「農

業所得向上事業準備調査」により、生産・流通インフラの整備や、農家の所得を向上さ

せる円借款事業の準備が進んでいる。連携することで相乗効果が生まれ、効率性の向上

が見込まれる。 

・プロジェクトを通じて収穫後の調整過程で種子選別機の導入を予定するが、サンプル中

の異物混入が低減されることから、シードラボの生産物審査効率の向上が期待される。 

 

３－１－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下の理由からやや強いと判断される。 

（1）上位目標達成の見込み 

・前述したとおり、プロジェクト目標と上位目標の関係が明確であり、プロジェクト目標

達成後 3～5 年で上位目標を達成することが見込まれる（指標についてはプロジェクト
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開始後のベースライン調査結果を基にミャンマー側と協議のうえ、数値を決定する）。 

 

（2）予想される正のインパクト 

・ミャンマー政府は、採種事業を生産性だけでなく、飯米の品質向上のための取り組みと

しても意識し始めており、国民の食需要の高度化（より食味が良く、破砕率の低い商品

の志向）への対応や、輸出促進に正の展開が望める。 

・ミャンマー政府は稲作地帯の T/S に種子生産にかかるアクションプランを作成させてお

り、本プロジェクトで普及される採種技術は国内で広く活用されることが予想される。 

・ミャンマー政府には民間の力を種子生産事業に導入したいという意向があるが、本プロ

ジェクトが試みる CS 需給バランス調整の協議会開催や、米の品質基準啓発活動などは

民間関係者を巻き込んだ活動となり、種子生産事業における官民連携のモデルとなり得

る。 

・2016 年に始まった Seed Growers Association については、いまだ経済的な実態が明確でな

いことから、現時点では PDM 上に位置づけてはいない。しかしながら、プロジェクト

を通じて Seed Growers Associationを母体として採種農家の経済的実体を伴う組合化を進

めることができた場合には、ミャンマーで過去の歴史的経緯もあり、存在しない「農業

組合」についての、良いモデルとなり得る。 

 

（3）予想される負のインパクト 

プロジェクトの効果として、今後、種子の売買が盛んになることが予想されるが、認証

を偽装した未認証種子の流通などの不正が発生することも予想される。 

 

（4）現時点で正かあるいは負か判断できないインパクト 

前政権（大臣）の下、奨励されていた条植えは、本調査時点で直播に代わりつつあるこ

とが、野外観察、聞き取り調査で明らかとなった。条植えは除草のしやすさ、病虫害の軽

減、収穫作業の効率性が上がるなどの利点があるものの、同時期（移植期）に労働力の確

保が困難なことが主要な要因となり、労働力を比較的縮小できる播種を選択したいとのこ

とであった。直播において CS 認証種子あるいは CS 未認証種子を用いたときのイネの健

全な成育具合、収量などを比較しつつ、CS の流通を促進していくことが望まれる。 

 

３－１－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は以下の理由から高いと判断される。 

（1）政策・制度・組織面 

・ミャンマー政府は、先行プロジェクトの成果を得て、T/S レベルで採種事業を展開する

アクションプランを採用している。2016 年度から開始されているが、割り当て面積は

年々増加する計画であり、本プロジェクトの協力でその活動を軌道に乗せることができ

れば、プロジェクト終了後もさらなる展開が大いに期待できる。 

 

（2）技術面 

・先行プロジェクトでの普及員研修は大きな成果を生み、対象の 3T/S の普及員は研修指
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導者としての実力を身につけた。 

・ミャウンミャ T/S では普及キャンプを設営、管理人が常駐し、講義や小規模な採種実習

を実施することが可能となっている。 

 

（3）財政面 

・上流種子生産拠点の 1 つである国立イネ研究所（Hmawbi farm）では、前作期のエーカ

ー当たり種子生産予算が 29 万チャットだったが今作期は 35 万チャットと、20％の増額

がなされており、きめの細かい管理が可能となった。 

・ミャンマー政府は種子認証過程を円滑に改善するため、シードラボの地方での増設を計

画中である。既に予算措置もなされ、準備が進んでいることが今回の調査中に明らかに

なった。同じく認証過程円滑化のため、700 名の新規雇用も計画中とのこと。 

・以上のことから、ミャンマー政府は本プロジェクト実施及び種子生産事業に対して大き

な意欲を見せており、プロジェクト期間後の必要十分な予算措置が期待できる。 

 

３－２ 結論 

本詳細計画策定調査団は、先行プロジェクトの文献調査、関係者への聞き取り、現場視察を通

じて情報を収集・分析し、その結果に基づいて、評価 5 項目による計画の評価を実施した。 

妥当性については、ミャンマーの開発政策及び日本の援助政策に合致しており、対象地域のニ

ーズも反映している。有効性についても、想定期間内のプロジェクト目標・上位目標の達成が見

込まれる。先行プロジェクトの成果を基にスムースな技術指導が見込まれる。先行プロジェクト

の成果を生かす取り組みであるアクションプランがミャンマー国側主導で始まっており、持続性

も期待できる。 

したがって本プロジェクトによる協力の意義は高く、実施は適切と判断できる。 
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第第第第４４４４章章章章    団長所感団長所感団長所感団長所感 

 

（1）先行プロジェクトの礎の上にあるプロジェクト 

2011 年 8 月から開始され、2017 年 3 月まで実施予定の先行プロジェクトでは、BS、FS、

RS 及び CS の遺伝的純度を高め、それら BS 生産から CS 生産まで一連の種子増殖フローを確

立し、これらの過程において、DAR、DOA 及び CS 生産農家の実施能力が大きく向上した。

また、CS の利点を広めるため、農業畜産灌漑省、CS 生産農家、CS を利用する一般農家だけ

ではなく、精米業者等も集めたセミナー・ワークショップ・圃場観察スタディーツアーの実

施、広報活動、精米比較試験も試行錯誤しながら実施されてきた。さらには、エーヤワディ

ー地域全域の合計 26 の T/S における CS 種子生産のアクションプラン作成を支援し、そして

実施するところまでたどり着いている。 

本イネ保証種子流通促進プロジェクトは、この先行プロジェクトでの経験、成果、教訓等

を礎にして、エーヤワディー地域及びサガイン地域シュエボー郡において、CS の生産とその

活用に係る官民連携の強化、CS 圃場審査（野外検査）・生産技術普及を担う普及員及び種子

圃場職員の能力強化、CS 生産物審査（室内検査）の効率性向上、CS 需要喚起のための啓発

強化により、CS の利用が促進され（プロジェクト目標）、もって米の生産性向上及び品質向

上に寄与する（上位目標）ことが目的である。 

 

（2）稲作バリューチェーンのなかでの位置づけ 

稲作におけるバリューチェーンには、種子、栽培、省力化・機械化、収穫前・後処理、米

流通、販売等の重要課題があり、そのなかでも本プロジェクトは主に種子及びその流通、米

流通を改善していくことが骨格となっている。具体的には、先行プロジェクトでも悪戦苦闘

している、CS 種子利用による飯米生産・加工・販売過程における付加価値化を創出していく

ことが鍵となっており、これらのことについては、DOA、DAR、エーヤワディー及びサガイ

ン地域 DOA 等とも調査時に確認された。 

先行プロジェクトでは、高品質種子（CS 認証なし）を利用するよりも、プロジェクトの CS

種子を利用することにより、収穫籾の赤米混入率の著しい改善及び約 14％の収量増が認めら

れ、また、精米工程における砕米率が約 67％減少したことが実証されている。本プロジェク

トでも CS 利用促進に関する啓発活動として、このような事例を積み重ね、種子生産農家、飯

米生産農家、精米業者、市場関係者等と情報を共有し、そして CS の付加価値を高めていくこ

とが、米の生産性向上及び品質向上につながり、さらには稲作バリューチェーン改善にも寄

与できるものと思われる。 

 

（3）農家、精米業者、地域・郡 DOA の連携（官民連携） 

本プロジェクトの特徴として、飯米市場の動向を踏まえた、農家、精米業者、地域・郡 DOA

等との連携が挙げられ、これらの連携があってこそ、各成果及びプロジェクト目標が達成さ

れるといっても過言ではないと思われる。図－８（詳細計画策定調査における先方政府との

討議議事録の添付資料 1 のプロジェクト概念図）に示したように、本プロジェクトでは想定

される関係者（グループ、組織）は多岐にわたり、また、その関係者間のつながり・フロー
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（方向性、太さ・頻度）には注視していく必要があろう

19
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

図－８ プロジェクトの概念図 

 

飯米市場から影響を受けやすく、またアクセスしやすい精米業者と CS 生産農家及び DOA

との飯米の品質、品種や量にかかる情報の共有、保証品質の CS 生産と供給、及び CS 利用に

よる高品質籾生産 
20
とその加工・販売の仕組みづくりが中心フローとなり、他方、供給側だ

けではなく農家、精米業者等の CS 種子へのアクセシビリティー〔時期、入手（購入）方法、

適切価格、公平性等〕の改善を促していくことが期待される（図－８）。一方、保証品質の

CS 生産のためには、DOA 普及員による CS 種子生産農家に対する適切な栽培技術指導、そし

て普及員の役割として最も重要となる、CS 圃場審査（野外検査）及び異株抜き指導が不可欠

となる。1 回のイネ栽培期間に最低 3 回の圃場審査を必須とするが、先行プロジェクトでも大

変苦労されたように、簡単な作業工程のようで、実際は遵守されない場合もあることから、

専門家及び C/P は十分に留意されたい。また、DOA 普及員、あるいは DOA 普及課・事務所

ともいってよいかもしれないが、種子流通促進のための各種セミナー・ワークショップ・圃

場観察スタディーツアーの開催、広報活動等においても普及員に十分に活躍いただきたい。 
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 このプロジェクト概念図は、本調査時に作成されたものであり、プロジェクトが開始された後は、関係者（グループ、組

織）、その関係者間のつながり・フローについては、ベースライン調査結果等も踏まえ、適宜 JCC 等で協議、加筆修正いた

だきたい。 

20
 本調査前には、CS 種子を精米業者が買い取り、そして精米業者が一般農家に CS 種子を供給し（契約販売）、それによって

生産された高品質籾を精米業者が買い上げるフローも想定していた。しかしながら、精米業者によれば一般農家との契約

履行、高品質籾の買い上げが困難な場合が散見されたという苦い経験があり、再度実施したいとの意向は得られなかった。

そのようなことから、CS 農家から CS を利用した一般農家への種子供給フローを想定し、図内に表記した。 
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（4）市場志向とイネ栽培・技術 

既述、本プロジェクトの特徴ともいえる、飯米市場の動向の把握、関係者間での情報の共

有、市場ニーズに合った CS 種子の生産、流通を促進する、つまり市場を志向した稲作を行う

際には新品種の導入も想定される。もし、DAR の BS、FS 種子圃場にてその品種の BS が生産

されていない場合は、新たに BS を生産する必要がある。BS から FS、RS そして CS と増殖さ

せるためには、少なくとも 4 回の作付けが必要となり、ミャンマーでは 1 年に 2 期作が可能

とはいいながらも、栽培期間、種子の調整にかかる品質維持管理から、実際は 4 年の年月が

必要となろう。プロジェクトは有限であることから、この場合はプロジェクト実施運営の観

点からも、どこまでを到達点とするのか、プロジェクト完了後の質の継続性も担保しつつ 
21
、

慎重のうえに取り組まれた方が賢明であろう。 

また、本調査時のシュエボー郡 DOA 職員・普及員、精米業者及びトレーダーとの共同聞き

取り面談時には、精米業者から市場が求める特定品種の CS 種子生産及び高品質籾生産をプロ

ジェクトに期待したいことが表明された。他方、DOA 職員からは、雨期（降雨）の不安定性、

この特定品種は栽培適地が限られ、イネ栽培期間も長いことから、当地では CS 生産が困難な

旨、返答があった。プロジェクト関係者による、この一連のやり取りの場に出席していた調

査者自身、既にプロジェクトが開始されている状況のような錯覚に陥ったが、反面、これら

の協議が本プロジェクトのねらいともいえる、関係者間の情報共有と課題解決策決定のプロ

セスの一環だと思わずにはいられなかった。 

市場を志向した稲作とはいいながらも、イネ栽培環境及び技術面等からの視点も十分に考

慮しつつ、プロジェクトを推進していくことが必要となろう。 

 

（5）プロジェクトサイトの特性を生かした活動 

本プロジェクトサイトは、エーヤワディー地域（6 郡 26 T/S）とサガイン地域シュエボー郡

（7 T/S）であり、両サイトでは先行プロジェクトでのかかわり具合、生態環境が異なり、ま

た、CS（高品質種子）へのニーズの高さ、イネ品種も異なるようである。 

先行プロジェクトの成果を踏まえ、本プロジェクトでは、エーヤワディー地域において実

施能力が向上した普及員を中核として、CS 種子生産にかかる Action Plan の計画、実施、モニ

タリング、評価を行うとともに、飯米市場の動向を踏まえた、農家、精米業者等と連携を模

索していただきたい。当サイトにおいては、特に面的な広がり、普及を意識しつつ推し進め

ていただきたい。また、当地では気候変動のためか、洪水の発生（5 年に 1 回の頻度であった

洪水が、近年では 2012 年、2013 年、2016 年に頻発）に対処できるような多種の品種が栽培

され、また、前政権（前大臣）の下、推し進められた条植えから直播による稲作に移行しつ

つあるとのことであった。 

他方、サガイン地域シュエボー郡においては、CS 種子へ対するニーズが高まってきている

ことが本調査時にも確認でき、しかし、CS 圃場審査（野外検査）並びに CS 生産物審査（室

内検査）の向上が課題として挙がっている。また、市場の動向を見据えた活動は、エーヤワ

ディー地域と同じではあるものの、サガイン地域においては米が国内消費ばかりではなく、

中国向け輸出用にも栽培されていることから、市場・流通販売に関しては関係者が敏感なよ
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 ここでいう質とは、BS から FS、RS 及び CS の増殖フローにおいて、遺伝的純度が損なわれないことを示す。 
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うであった。当地においては、まずは、飯米市場の動向を踏まえた、CS 種子生産農家、CS

利用一般農家、精米業者、郡 DOA 等との連携を強化しつつ、数は多くなくとも優良・先行事

例を構築、提示していくことが、CS 利用促進のために重要となろう。 
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